
 

  
                 

 【
第
３
回
】

 

 
（
開
催
時
期
）

 

平
成
２
９
年
夏
頃
 

 

 
（
議
題
（
案
）
）

 

 
 

 
 
・
障
害
者
の
差
別
解
消
に
向
け
て
（
委
員
発
表
等
）
 

 
 

 
 
・
障
害
者
差
別
解
消
法
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て

 

 
 

 
 
・
民
間
事
業
者
向
け
の
事
例
集
に
つ
い
て

 

・
条
例
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
 
等
 

 

平
成

2
9
年
度
の
東
京
都
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
の
進
め
方
に
つ
い
て
（
案
） 

            

協
議
会
に
お
け
る
当
面
の
検
討
事
項
（案
） 

１
 
普
及
啓
発

 
（
１
）
都
民
・
事
業
者
向
け
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
（
時
期
：
平
成
２
９
年
秋
・
冬
頃
）

 

・
社
会
モ
デ
ル
を
踏
ま
え
て
、
障
害
へ
の
理
解
を
深
め
、
合
理
的
配
慮
を
考
え
る
 

き
っ
か
け
作
り
を
行
う
。
 

・
実
施
方
法
は
、
当
事
者
の
参
加
と
先
行
事
例
の
発
表
等
の
構
成
を
想
定
。
 

 （
２
）
事
例
集
の
作
成
（
時
期
：
平
成
２
９
年
度
内
）

 

 
・
平
成
２
８
年
度
に
実
施
し
た
「
障
害
者
へ
の
差
別
事
例
及
び
合
理
的
配
慮
の
好
事
例
等
の

調
査
」
の
結
果
や
こ
れ
ま
で
の
相
談
・
受
付
内
容
等
を
踏
ま
え
、
事
例
集
を
作
成
。

 

 
・
事
例
集
を
読
む
こ
と
で
、
障
害
者
差
別
解
消
に
向
け
た
理
解
が
深
ま
る
内
容
と
す
る

 

た
め
に
必
要
と
な
る
条
件
は
何
か
、
検
討
。

 

（
例
）
各
事
例
に
当
事
者
・
事
業
者
双
方
の
視
点
を
コ
メ
ン
ト
と
し
て
記
載
し
、

 

建
設
的
対
話
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。

 

 

（
３
）
作
成
し
た
パ
ン
フ
・
動
画
を
活
用
し
た
普
及
啓
発
 

 
・
平
成
２
８
年
度
に
作
成
し
た
パ
ン
フ
・
動
画
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、
更
な
る
普
及
啓
発

に
取
り
組
む
の
か
。

 

２
 
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
た
め
の
条
例
の
制
定
に
 

向
け
た
検
討

 
（
１
）
 条
例
制
定
に
向
け
た
検
討

 

 
・「
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
た
め
の
条
例
制
定
に
係
る
検
討
部
会
」

の
報
告
を
受
け
、
条
例
制
定
に
向
け
た
検
討
。
 

 （
２
）
 相
談
・
紛
争
解
決
の
仕
組
み
の
明
確
化

 

・
都
に
お
け
る
相
談
・
紛
争
解
決
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
法
施
行
後
の
各
分
野
に
 

お
け
る
相
談
事
例
や
取
組
状
況
を
踏
ま
え
て
、
検
討
 

（
区
市
町
村
と
の
連
携
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、「
障
害
者
権
利
擁
護
区
市
町
村
 

連
絡
会
」
に
お
い
て
並
行
し
て
検
討
を
行
う
。）

 

 

３
 
法
施
行
後
の
課
題
を
検
討

 
 
・
こ
れ
ま
で
の
相
談
受
付
内
容
等
で
、
対
応
が
困
難
な
事
例
や
関
係
部
署
と
の
連
携

が
必
要
に
な
っ
た
事
例
等
を
共
有
し
、
関
係
機
関
が
連
携
す
る
上
で
の
課
題
等
を

抽
出
し
、
更
な
る
障
害
者
差
別
解
消
に
向
け
た
取
組
を
検
討
。

 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（案
）
 

 【
第
４
回
】

 

 
（
開
催
時
期
）

 

平
成
２
９
年
冬
頃
 

 

 
（
議
題
（
案
）
）

 

 
 
 
・
障
害
者
の
差
別
解
消
に
向
け
て
（
委
員
発
表
等
）
 

 
 
 
・
民
間
事
業
者
向
け
の
事
例
集
に
つ
い
て

 

・
条
例
案
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等
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所属 氏名

弁護士 池原　毅和

東洋大学ライフデザイン学部教授 川内　美彦

弁護士 関哉　直人

慶應義塾大学商学部教授 中島　隆信

自立生活センター・日野事務局長（特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議） 秋山　浩子

東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長 伊藤　善尚

特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長 井上　信雄

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務
局長

越智　大輔

公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長 佐々木　宗雅

社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長 橋本　豊

公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問 宮澤　勇

社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長 森山　瑞江

社会福祉法人めぐはうす地域生活支援センターMOTA 山梨　武夫

東京商工会議所産業政策第二部担当部長 福田　泰也

一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長 山鼻　恵子

東京都立葛飾特別支援学校校長(東京都立特別支援学校長会） 小池　巳世

東京都立六本木高等学校統括校長（東京都公立高等学校長会） 本多　浩一

東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長 高山　和久

就業・生活支援センターWEL'S TOKYOセンター長 堀江　美里

社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長 山下　望

目黒区健康福祉部障害福祉課長 篠崎　省三

八王子市福祉部障害者福祉課長 古川　由美子

瑞穂町福祉課長 横沢　真

あきる野市健康福祉部障がい者支援課長 渡辺　一彦

区市
町村

関
係
団
体

福祉

※分野ごとに五十音順、敬称略

障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会　委員名簿

分野

学識経験者

障害の
ある人

教育

事業者

H29.3.7 資料２－１

障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会



○　現時点の主な検討事項は以下のとおり想定している。
　

　①　理念等
　
　②　都民及び事業者の理解促進
　
　③　事業者による取組の推進
　
　④　情報保障の推進
　　　※　他県の手話言語条例が規定する内容の扱いについて

　
　⑤　相談・紛争解決の仕組みの明確化

（１）　検討における主な論点について

○　既に障害者差別解消法（以下、「法」という。）が施行されている
状況を踏まえ、条例案は、法との整合を図りつつ、いかなる内容を
補完し、充実させるべきか。
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障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会




